
すべての人
ひ と

が平和
へ い わ

で安心
あ ん し ん

して暮
く

らすために、平等
びょうどう

で多様性
た よ う せ い

を認
み と

め合
あ

い、

あらゆる分野
ぶ ん や

において協働
きょうどう

し、権利
け ん り

が保障
ほ し ょ う

され、喜
よろこ

びと責任
せ き に ん

を分
わ

かち

あ う こ と の で き る 人 権
じ ん け ん

尊 重
そ ん ち ょ う

の ま ち の 実 現
じ つ げ ん

を め ざ し ま し ょ う ！



「男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

社会
しゃかい

」とは、性別
せいべつ

等
とう

に関
かか

わらず、すべての人
ひと

が、それぞれの能力
のうりょく

や個性
こ せ い

を十分
じゅうぶん

に生
い

かし、互
たが

いに助
たす

け合
あ

い、支
ささ

え合
あ

い、平和
へ い わ

で安心
あんしん

して、いきいきと暮
く

らして

いける社会
しゃかい

です。宜野湾市
ぎ の わ ん し

はその考
かんが

えや取
と

り組
く

みなどを条例
じょうれい

として定
さだ

めました。

この条例
じょうれい

でめざす、７つの基本
き ほ ん

理念
り ね ん

　（第
だ い

3条
じょう

）

１．すべての人
ひと

の人権
じんけん

尊重
そんちょう

２．固定
こ て い

的
てき

な男女
だんじょ

の役割
やくわり

意識
い し き

３．生涯
しょうがい

にわたる性
せい

と生殖
せいしょく

に関
かん

人権
じんけん

が守
まも

られ差別
さ べ つ

のない、誰
だれ

　　からの自由
じ ゆ う

する健康
けんこう

・権利
け ん り

の尊重
そんちょう

もが平等
びょうどう

・対等
たいとう

な立場
た ち ば

で能力
のうりょく

「男
おとこ

だから」、「女
おんな

だから」、 お互
たが

いの性
せい

を理解
り か い

し、妊娠
にんしん

、

を発揮
は っ き

できる と固定
こ て い

観念
かんねん

にとらわれず、 出産
しゅっさん

、その他
た

性
せい

と生殖
せいしょく

に

社会
しゃかい

です。 自分
じ ぶ ん

らしく生
い

きることが尊重
そんちょう

関
かん

する健康
けんこう

と権利
け ん り

が尊重
そんちょう

され

されます。 ます。

４．社会
しゃかい

へ参画
さんかく

する機会
き か い

の確保
か く ほ

５．人権
じんけん

尊重
そんちょう

や男女
だんじょ

平等
びょうどう

の教育
きょういく

政治
せ い じ

・経済
けいざい

・社会
しゃかい

の中
なか

で何
なに

かを 学校
がっこう

教育
きょういく

や生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

、職場
しょくば

研修
けんしゅう

決
き

める場
ば

に、すべての人
ひと

が同
おな

じ などあらゆる分野
ぶ ん や

において、

ように参加
さ ん か

したり、リーダーに 人権
じんけん

尊重
そんちょう

や男女
だんじょ

平等
びょうどう

の意識
い し き

を

なったりできるようにします。 高
たか

める教育
きょういく

を行
おこな

います。

男性
だんせい

と女性
じょせい

は身体
か ら だ

のつくりは

違
ちが

っていても平等
びょうどう

です

６．ワーク・ライフ・バランスの実現
じつげん

７．国際
こくさい

社会
しゃかい

の取組
とりくみ

と協調
きょうちょう

家事
か じ

、子育
こ そ だ

て、介護
か い ご

などを家族
か ぞ く

や地域
ち い き

の支
ささ

えの 私
わたし

たち宜野湾市
ぎ の わ ん し

も国際
こくさい

社会
しゃかい

におけるジェンダー

もと、互
たが

いに協力
きょうりょく

して行
おこな

うことで、仕事
し ご と

と 平等
びょうどう

な社会
しゃかい

づくりを理解
り か い

し、

その他
た

の活動
かつどう

のバランスが めざしていきます。

取
と

れる社会
しゃかい

です。



男女
だ ん じ ょ

共同
きょうどう

参画
さ ん か く

を進
す す

めるための「協働
きょうどう

」と「責務
せ き む

」（第
だ い

4条
じょう

～第
だ い

9条
じょう

）

多様
た よ う

な人材
じんざい

が地域
ち い き

活動
かつどう

に参画
さんかく

できる 市
し

は７つの基本
き ほ ん

理念
り ね ん

をもとに、市民
し み ん

等
とう

と協働
きょうどう

ような組織
そ し き

作
づく

りに取
と

り組
く

みましょう。 しながら国
くに

・県
けん

等
など

とも連携
れんけい

し、男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

の推進
すいしん

に取
とり

り組
く

みます。

宜野湾
ぎ の わ ん

市
し

自治会
じ ち か い

家庭
か て い

や職場
しょくば

、学校
がっこう

、地域
ち い き

、その他
た

あらゆる場面
ば め ん

で、男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

に

積極
せっきょく

的
てき

に取
と

り組
く

みましょう。

市
し

民
みん

教育
きょういく

関係者
かんけいしゃ

男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

社会
しゃかい

を進
すす

めるために、 事業者
じぎょうしゃ

教育
きょういく

の役割
やくわり

はとても大事
だ い じ

！教育
きょういく

本来
ほんらい

の

目的
もくてき

を実現
じつげん

できるよう、男女
だんじょ

平等
びょうどう

教育
きょういく

すべての人
ひと

が職場
しょくば

の活動
かつどう

に対等
たいとう

に参画
さんかく

できる環境
かんきょう

づくりと

を行
おこな

いましょう。 ワーク・ライフ・バランスに取
と

り組
く

んでいきましょう。

してはいけないこと、気
き

をつけること（第 10 条、第 11 条)

人権
じんけん

侵害
しんがい

の禁止
き ん し

（第
だい

10条
じょう

） 公衆
こうしゅう

に表示
ひょうじ

する情報
じょうほう

に関
かん

する配慮
はいりょ

（第
だい

11条
じょう

）

人
ひと

の心
こころ

や体
からだ

を傷
きず

つけること（DV・性暴力
せいぼうりょく

・ 多
おお

くの人
ひと

が目
め

にする「イラスト」や「言葉
こ と ば

セクハラ・その他
た

人権
じんけん

を侵害
しんがい

する行為
こ う い

※） の表現
ひょうげん

」の中
なか

で、性別
せいべつ

によって固定
こ て い

的
てき

な

をしてはいけません。 イメージをさせる表現
ひょうげん

や、

差別
さ べ つ

などを広
ひろ

げる表現
ひょうげん

、

人目
ひ と め

を引
ひ

くために性
せい

を強調
きょうちょう

した

※「その他
た

人権
じんけん

を侵害
しんがい

する行為
こうい

」: 表現
ひょうげん

をしてはいけません。

マタニティーハラスメントや、障
しょう

がい、国籍
こくせき

、年齢
ねんれい

、

個性
こせ い

や能力
のうりょく

の違
ちが

い、性別
せいべつ

、性的
せいてき

指向
し こう

、性
せい

自認
じにん

など キャリアウーマン、サラリーマン

による、差別
さべつ

やいじめなど。 ⇒ 会社
かいしゃ

員
いん

　    協働
きょうどう

して行
おこな

いましょう

男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

社会
しゃかい

の

　  推進
すいしん

は、市
し

及
およ

び市民
し み ん

等
とう

が

（第５条）

（第６条）

（第７条）

（第８条）

（第９条）
（第４条）

DV:配偶者や恋人への暴力

はいぐうしゃ こいびと ぼうりょく



市
し

（行政
ぎょうせい

）が取
と

り組
く

むこと（第12条～第19条）※主
お も

なもの

男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

計画
けいかく

の策定
さくてい

（第12条）

・男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

に関
かん

する計画
けいかく

を策定
さくてい

します。

⇒ 令和
れ い わ

2年
ねん

4月
がつ

、『第
だい

3次
じ

宜野湾市
ぎ の わ ん し

男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

計画
けいかく

~はごろもぷらん~（改定
かいてい

版
ばん

）』　策定
さくてい

市
し

HP: https://www.city.ginowan.lg.jp/soshiki/keizai/shiminkyodo/1/3/6952.html

普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

活動
かつどう

（第15条）

・男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

社会
しゃかい

を推進
すいしん

するため、広報
こうほう

活動
かつどう

や、情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行
おこな

います。

実施
じ っ し

状況
じょうきょう

の公表
こうひょう

（第16条）

・男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

計画
けいかく

に基
もと

づく取
と

り組
く

みの実施
じ っ し

状況
じょうきょう

を毎年
まいとし

公表
こうひょう

します。

男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

会議
か い ぎ

（第17条）

・男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

社会
しゃかい

の推進
すいしん

に関
かん

する施策
し さ く

などを審議
し ん ぎ

するための会議
か い ぎ

を置
お

いています。

男女共同参画都市宣言

共に輝く「ねたて」の都市
ま ち

・ぎのわん 男女共同参画都市宣言

　古
いにしえ

より湧き出る宜野湾
じ の ー ん

の水は、大地を潤し、生命
い の ち

を育み、豊な歴史と文化を創ってきました。

　わたしたち宜野湾市民
じ の ー ん ち ゅ

は、平和を希求し、沖縄の中心地として発展する「ねたての都市
ま ち

・ぎのわん」

に誇りをもち、性別や世代を超えて、共に輝く男女共同参画都市”じの－ん”を創るため、次の

ことを宣言します。

１．わたしたちは、お互いの個性を尊重し、すべての人が一人の人間として大切にされる”じのーん”

　　を築きます。

１．わたしたちは、性別による固定的な役割や慣習にとらわれず、仕事や地域活動、家事、育児、

　　介護の責任を分かち合う、思いやりのある”じのーん”をめざします。

１．わたしたちは、誰でも政治、経済、文化、教育など、社会のあらゆる分野に参画する機会が確保

　　され、共に輝く”じのーん”をめざします。

１．わたしたちは、性と生殖に関する理解を高め、多様な性を尊重しつつ、健康な生活が保障される、

　　安心な”じのーん”を創ります。

１．わたしたちは、過去の悲惨な戦争と軍事基地の脅威という歴史的経験から学んだ平和の尊さを忘

　　れず、恒久平和の発信者としてすべての暴力を否定し、未来へつなぐ地球環境づくりをすすめ、

　　安全な”じのーん”を築きます。

はごろもぷらんHP QRコード ⇒

平成22年１月30日制定

https://www.city.ginowan.lg.jp/soshiki/keizai/shiminkyodo/1/3/6952.html
https://www.city.ginowan.lg.jp/soshiki/keizai/shiminkyodo/1/3/6952.html


宜野湾市男女共同参画推進条例（令和３年３月26日宜野湾市条例第４号）

我が国においては、日本国憲法にすべての国民は個人として尊重され、また法の下に平等であるとうたわれ、

男女平等の実現に向けて国際社会における取組とも連動しつつ、男女共同参画社会基本法（平成11年法律第

78号）や関係法令等が整えられてきた。

宜野湾市においては、「21世紀に翔びたつ新しい女(ひと)と男(ひと)の『ねたての都市(まち)』をめざす宜野湾

市行動計画～はごろもぷらん21～」を策定した。その後、名称を「宜野湾市男女共同参画計画～はごろもぷ

らん～」へと変更し、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進してきた。

さらに、平成22年１月30日には、男女共同参画社会の実現に向けて市民意識の一層の高揚と気運の醸成を

図ることを目的として、「共に輝く「ねたて」の都市(まち)・ぎのわん 男女共同参画都市宣言」を行った。

しかしながら、固定的な男女の役割意識や社会の慣習、しきたり、性別等を理由とした差別や暴力等の人権

侵害は、今なお根強く存在しており、男女平等の推進を妨げる要因となっている。

すべての人が平和で安心して暮らすためには、平等で多様性を認め合い、あらゆる分野において協働し、権

利が保障され、喜びと責任を分かち合うことのできる人権尊重のまちの実現を図ることが重要である。

ここに、私たち宜野湾市民は、平和で安心な社会を目指し、市及び市民等が協働して男女共同参画社会の推

進に取り組むことを決意し、この条例を制定する。

（目的）

第１条 この条例は、男女共同参画に関する基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、

市の施策の基本的事項を定め、総合的かつ計画的に推進することにより、男女共同参画社会を実現すること

を目的とする。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１） 男女共同参画 すべての人が、社会における対等な存在として、自らの意思によって社会のあらゆ

る分野における活動に参画する機会が確保され、もってすべての人が均等に政治的、経済的、社会的及

び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。

（２） 多様性 性別等、年齢、障がいの有無、国籍、文化的背景、個性及び能力の違いのことをいう。

（３） 市民等 市民、事業者（市内において事業活動を行う全ての個人及び法人その他の団体をいう。）、

教育関係者（市内において学校教育又は社会教育に携わる者をいう。）及び自治会のことをいう。

（４） 積極的改善措置 社会的・構造的な差別によって、現在不利益を受けている人たちに対して、一定

の範囲で特別な機会を提供すること等により、実質的な機会均等を実現することを目的とした措置のこ

とをいう。

（５） ドメスティック・バイオレンス 配偶者や恋人等密接な関係にある、又はあった者から受ける身体

的、精神的、性的、経済的又は言語的な暴力又は虐待（子どもを巻き込んでの暴力を含む。)のことを

いう。

（６） 性暴力 望まない、同意のない、対等でない、又は強要された性的な行為のことをいう。

（７） セクシュアル・ハラスメント 本人が意図する又は意図しないにかかわらず、性的言動により相手

や周りの人を不快にさせ、尊厳を傷つけ、不利益を与え又は脅威を与えることをいう。



（基本理念）

第３条 男女共同参画社会の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。

（１） すべての人が、性別等にかかわりなく個人として尊重され、差別的取扱いを受けることなく、様々な

場面で個人としての能力を発揮できる機会が確保され、平等・対等な立場が保障されること。

（２） すべての人が、固定的な男女の役割分担意識に基づく社会の制度又は慣行により、社会における活動

の自由な選択に対し影響を及ぼすことがないよう配慮されること。

（３） すべての人が、それぞれの性を理解し合い、生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利が尊重される

こと。

（４） すべての人が、性別等にかかわりなく個人として尊重され、社会の対等な構成員として、社会のあら

ゆる分野における活動の方針の立案及び決定に参画する機会が確保されること。

（５） すべての人が、性別等にかかわりなく個人として尊重され、教育の果たす役割の重要性を考慮し、学

校教育をはじめとするあらゆる分野の教育において、人権教育及び男女平等教育が実現されるよう配慮さ

れること。

（６） すべての人が、相互の協力と社会の支援のもと、子育て、介護、その他の活動について安心して行う

ことができ、かつ、職場、地域等における活動と両立できるよう配慮されること。

（７） 国際社会における取組と協調して行うこと。

（市及び市民等の協働）

第４条 男女共同参画社会の推進は、市及び市民等が協働して行わなければならない。

（市の責務）

第５条 市は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の推進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下同

じ。）を総合的に策定し、実施する責務を有するものとする。

２ 市は、男女共同参画社会の推進に関する施策を実施するにあたっては、市民等、国、県及び他の地方公共

団体と連携するとともに、積極的に協力するよう努めなければならない。

３ 市は、役職の構成にあたっては、性別等を理由に異なった取扱いをしないよう努めなければならない。

（市民の責務）

第６条 市民は、基本理念にのっとり、家庭、職場、学校、地域、その他の社会のあらゆる分野において、男

女共同参画社会の推進に積極的に努めなければならない。

２ 市民は、市が実施する男女共同参画社会の推進に関する施策に積極的に協力するよう努めなければならな

い。

（事業者の責務）

第７条 事業者は、基本理念にのっとり、すべての人が職場における活動に対等に参画する機会を確保すると

ともに、職場、家庭、その他における活動が両立して行うことができる職場環境の整備に積極的に努めな

ければならない。

２ 事業者は、市が実施する男女共同参画社会の推進に関する施策に、積極的に協力するよう努めなければな

らない。

３ 事業者は、役職の構成にあたっては、性別等を理由に異なった取扱をしないよう努めなければならない。



（教育関係者の責務）

第８条 教育関係者は、男女共同参画社会の推進における教育の果たす役割の重要性を深く認識し、個々の

教育本来の目的を実現するために、基本理念にのっとり、教育を行わなければならない。

２ 教育関係者は、市が実施する男女共同参画社会の推進に関する施策に積極的に協力するよう努めなけれ

ばならない。

３ 教育関係者は、役職の構成にあたっては、性別等を理由に異なった取扱をしないよう努めなければなら

ない。

（自治会の責務）

第９条 自治会は、地域活動を行うにあたっては、基本理念にのっとり、すべての人が共に参画する機会を

確保するよう積極的に努めなければならない。

２ 自治会は、市が実施する男女共同参画社会の推進に関する施策に積極的に協力するよう努めなければな

らない。

３ 自治会は、役職の構成にあたっては、性別等を理由に異なった取扱をしないよう努めなければならない。

（人権侵害の禁止）

第10条 すべての人は、家庭、職場、学校、地域、その他の社会のあらゆる分野において、次の各号に掲げ

る行為により人権を侵害してはならない。

（１） ドメスティック・バイオレンス

（２） 性暴力

（３） セクシュアル・ハラスメント

（４） その他の人権を侵害する行為

（公衆に表示する情報に関する配慮）

第11条 すべての人は、公衆に表示する情報において、固定的な男女の役割分担、すべての暴力等を正当化

若しくは助長させる表現又は過度の性的な表現を行わないよう配慮しなければならない。

（男女共同参画計画）

第12条 市長は、男女共同参画社会の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための男女共同参画

計画を策定しなければならない。

２ 市長は、男女共同参画計画を策定するにあたっては、市民等の意見を反映させることができるよう必要

な措置を講じなければならない。

３ 市長は、男女共同参画計画を策定したときは、これを公表しなければならない。

４ 前３項の規定は、男女共同参画計画の変更について準用する。

（施策の策定等にあたっての配慮及び積極的改善措置）

第13条 市は、あらゆる施策の策定及び実施にあたっては、この条例の基本理念に配慮するものとする。

２ 市は、市の審議会等の委員を委嘱又は任命するときは、積極的改善措置を講ずることにより、男女の均

衡等を図るよう努めるものとする。



（調査研究）

第14条 市は、男女共同参画社会の推進に関する施策に必要な調査研究を行うものとする。

（普及啓発活動）

第15条 市は、男女共同参画社会の推進に関して、市民等の理解を深めるため、広報活動、情報の提供そ

の他の必要な措置を講ずるものとする。

（実施状況の公表）

第16条 市長は、毎年度、男女共同参画社会の推進に関する施策の実施状況を公表しなければならない。

（男女共同参画会議）

第17条 市長は、男女共同参画社会の推進に関する施策その他必要な事項を審議させるため宜野湾市男女

共同参画会議（以下「参画会議」という。）を置く。

２ 参画会議の組織及び運営に関し必要な事項は、宜野湾市男女共同参画会議規則（平成５年宜野湾市規

則第４号）に定める。

（苦情又は相談への対応）

第18条 市民等は、市長に対して、この条例及び市が実施する男女共同参画社会の推進に関する施策又は

それに影響を及ぼすと認められる施策について、書面により苦情又は相談を申し出ることができる。

２ 市長は、前項の規定による申出があった場合は、必要に応じて参画会議の意見を聴き、又は関係機関

と連携し、適切な措置を講ずるものとする。

（委任）

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和３年７月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際現に策定されている「第３次宜野湾市男女共同参画計画～はごろもぷらん～（改

訂版）」（令和２年４月策定）は、第12条の規定により策定し、公表された男女共同参画行動計画とみな

す。

（宜野湾市附属機関設置条例の一部改正）

３ 宜野湾市附属機関設置条例（昭和55年宜野湾市条例第９号）の一部を次のように改正する。

別表市長の部宜野湾市男女共同参画会議の項を削る。
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